
《併設型ユニット型短期入所生活介護》

①基本サービス費
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

日額 704 772 847 918 987

②-1.全員に算定する加算
加算名 日額 月額

機能訓練体制加算 12
サービス提供体制加算Ⅱ 18

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10

②-2.全員に算定する加算
加算名

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

③個別に算定する加算
加算名 日額

送迎加算（片道） 184
送迎加算（往復） 368

緊急短期入所受入加算 90
療養食加算 18

※1単位10円で計算
※上記金額は、負担割合1割で計算しています。

④保険外の費用（1日あたり）
基準費用
第4段階 第3段階-2 第3段階-1 第2段階 第1段階

食費 1,445 1,300 1,000 600 300
居住費（ユニット型個室） 2,066 1,370 1,370 880 880

★利用料の合計（1泊2日利用の例）第4段階の場合
介護度 基本＋加算 送迎往復 処遇改善 食費＋居住費 合計
要介護1 1,478 368 259 7,022 9,127
要介護2 1,614 368 278 7,022 9,282
要介護3 1,764 368 299 7,022 9,453
要介護4 1,906 368 319 7,022 9,615
要介護5 2,044 368 338 7,022 9,772

ひ め ゆ り シ ョ ー ト ス テ イ 料 金 表 

令和6年8月1日〜

算定要件

所得段階による軽減措置

機能訓練指導員の職務に従事する職員を1名以上配置

介護職員のうち介護福祉士の割合が60％以上

緊急的に利用を受入れた時（14日を限度として）

算定要件

医師の指示による特別食（1食につき6単位・3回まで）

算定要件

利用時の送迎を行った場合

生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善とデータ提供

介護職員への処遇改善の取り組み等を実施

内容
所定単位数の14.0％



《併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護》

①基本サービス費
要支援1 要支援2

日額 529 656

②-1.全員に算定する加算
加算名 日額 月額

機能訓練体制加算 12
サービス提供体制加算Ⅱ 18

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10

②-2.全員に算定する加算
加算名

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

③個別に算定する加算
加算名 日額

送迎加算（片道） 184
送迎加算（往復） 368

療養食加算 18
※1単位10円で計算
※上記金額は、負担割合1割で計算しています。

④保険外の費用（1日あたり）
基準費用
第4段階 第3段階-2 第3段階-1 第2段階 第1段階

食費 1,445 1,300 1,000 600 300
居住費（ユニット型個室） 2,066 1,370 1,370 880 880

★利用料の合計（1泊2日利用の例）第4段階の場合
介護度 基本＋加算 送迎往復 処遇改善 食費＋居住費 合計
要支援1 1,128 368 210 7,022 8,728
要支援2 1,382 368 245 7,022 9,017

生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善とデータ提供

内容
所定単位数の14.0％

ひ め ゆ り 予 防 シ ョ ー ト ス テ イ 料 金 表 

令和6年8月1日〜

所得段階による軽減措置

算定要件

算定要件

算定要件

利用時の送迎を行った場合

医師の指示による特別食（1食につき6単位・3回まで）

機能訓練指導員の職務に従事する職員を1名以上配置

介護職員のうち介護福祉士の割合が60％以上

介護職員への処遇改善の取り組み等を実施


